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別記様式第７号（規格Ａ４）（第８条関係）

クリーニング師免許証再交付申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申 請 者

本 籍

住 所

氏 名

年 月 日生

免許証交付年月日

登 録 番 号

クリーニング師免許証を亡失（毀損）したので、クリーニング業法施行規則第６条第１項の規定により

申請します。

亡失（毀損）した理由

（群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄）

注 毀損した場合は、毀損したクリーニング師免許証を添付すること。
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告 示■

◎群馬県告示第２８号

群馬県青少年健全育成条例（平成１９年群馬県条例第１９号）第１４条第２項の規定により、青少年に有害な図

書類を平成２８年２月５日、次のとおり指定したので、同項後段において準用する同条例第１３条第３項の規定に

より公示する。

平成２８年２月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

雑誌コード 発行・製作
指定番号 種別 題 名

又は品番等 ・ 販 売 等

１８１８８ 書籍 おとなのスマートフォン ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社晋遊舎
０１８－０２７４－２

１８１８９ 雑誌 目からウロコのＳＥＸテクニック ４９１００１８０６１２ 株式会社鉄人社
５１

１８１９０ 書籍 ２１世紀 殺人者読本 ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社宝島社
００２－３１４９－９

１８１９１ 書籍 日本で本当に行われていた恐るべき拷問 ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社彩図社
と処刑の歴史 ０１３－００８３－５

指定理由 著しく青少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、

その健全な育成を阻害するおそれがあるため。

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をすべきところ又は通知をしたところ、次の

者の所在が不分明なため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を前橋市役所に掲示したので、その要旨を次

のとおり公告する。

平成２８年２月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市嶺町字吹張６８９、６９０の１ 芝田友善

(2) 指定の目的 風害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐とする。

(ｲ）主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定
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める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市新堀町字押切７６６の１ 宮下信弥 共有林

同 宮下義彦 同

(2) 指定の目的 水害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市嶺町字杉久保１３３７ 須田房雄

前橋市小坂子町字笹原２３７９の１ 佐々木公美

前橋市小坂子町字笹原２３８１の２、２３８１の３、２３８２の２、 糸井茂七 共有林
２３８２の３

同 小林傅次郎 同

前橋市小坂子町字笹原２３８１の２、２３８１の３、２３８２の２、 小林小六 共有林
２３８２の３、字別所林２３１４

同 登丸徳次郎 同

同 糸井計 同

同 山田籠造 同

同 糸井五平 同

同 織間久二郎 同

同 松倉善造 同

同 松倉元吉 同

同 志村由造 同

同 室田久三郎 同
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同 糸井源七 同

同 木村桂三郎 同

同 山田孫七 同

同 織間繁太郎 同

同 角田金五郎 同

同 堀越久太郎 同

同 角田伊平治 同

同 角田八十八 同

前橋市小坂子町字別所林２３０３ 眞下末五郎

前橋市小坂子町字別所林２３１４ 小林林三郎 共有林

同 山田八百吉 同

同 外池福次郎 同

同 志村勝太郎 同

同 森村信吉 同

同 小林豊太郎 同

同 星野三代吉 同

同 市川つる 同

同 室田和多平 同

同 岩崎良造 同

同 志村覚太郎 同

同 設楽寅十郎 同

同 中島喜平 同

同 中村噌造 同

同 横堀浦吉 同

同 酒井亀太郎 同

同 中村寅吉 同

同 木村權平 同

同 横堀浅治郎 同

同 五十嵐辰五郎 同

同 今井寅平 同
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平成２８年２月５日（金） 群 馬 県 報 第９３７１号

同 降旗虎重 同

同 小林虎一郎 同

同 糸井捨五郎 同

同 横堀好太郎 同

同 外山頓平 同

同 小林茂七 同

同 横堀音松 同

同 齊藤長太郎 同

同 小林祭吉 同

同 岩崎源作 同

同 齋藤利平治 同

同 椛澤定五郎 同

同 中島歌吉 同

同 中島桃太郎 同

同 入澤才次郎 同

同 中島健次郎 同

同 横堀平吉 同

同 横堀平作 同

同 横堀市造 同

同 小林清吉 同

同 小林澤五郎 同

同 大野八重三郎 同

同 小倉嘉市 同

同 松倉松吉 同

同 横堀佐平 同

同 松倉傅四郎 同

同 森村文吉 同

同 松倉市造 同

同 松倉寅造 同

同 松倉芳造 同
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平成２８年２月５日（金） 群 馬 県 報 第９３７１号

同 志村栄吉 同

同 設楽長平 同

同 志村彌三郎 同

同 室田廣吉 同

同 小林權平 同

同 小林知一郎 同

同 小林金次郎 同

同 遠藤千代松 同

同 角田太作 同

同 小林重吉 同

同 森村元造 同

同 小林傅次郎 同

同 茂木仙重郎 同

同 堀口九造 同

同 遠見貞一郎 同

同 糸井ヒナ 同

同 織間定吉 同

同 田口周吉 同

同 茂木傳造 同

同 小林市太郎 同

同 角田源太郎 同

同 山田宇平 同

同 山田佳作 同

同 山田喜代造 同

同 山田彌太郎 同

同 山田作次郎 同

同 小林捨次郎 同

同 小林磯次郎 同

同 鹿野嘉造 同

同 鹿野國五郎 同
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同 鹿野九八 同

同 小林定吉 同

同 小林末吉 同

同 入澤芳造 同

同 清水花吉 同

同 角田熊吉 同

同 古澤市太郎 同

同 五十嵐磯吉 同

同 五十嵐伍平 同

同 南雲藤吉 同

同 織間良三郎 同

同 糸井常次郎 同

同 織間佐重 同

同 岩崎歌吉 同

同 鈴木小平 同

同 角田馬之助 同

同 小林音八 同

同 横堀文四郎 同

同 角田隆造 同

同 高橋庄作 同

同 鹿野留吉 同

同 室田常次郎 同

同 柴田作太郎 同

同 小林徳三郎 同

同 深澤半次郎 同

同 大崎小四郎 同

同 中島菊十郎 同

同 都丸音五郎 同

同 南雲太市 同

同 富村 み 同
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同 眞貝佳作 同

前橋市小坂子町字中丸２３３６の８ 糸井権之

前橋市小坂子町字縄メシ２４０９の１０、２４０９の１１、２４０９ 森田和能
の５４

前橋市小坂子町字縄メシ２４０９の４７ 石塚君代

(2) 指定の目的 干害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び前橋市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２７年１２月１５日群馬県告示第３８１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法第５２条の２第１項の規定

により次のとおり土地改良事業の換地計画を適当と決定したので、同法第９６条の４第１項において準用する同法

第５２条の２第４項において読み替えて準用する同法第８条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成２８年２月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 土地改良事業の名称及び地区名 沼田市営追貝土地改良事業 追貝地区

２ 事業主体 沼田市

３ 縦覧に供する書類 換地計画書の写し

４ 縦覧に供する期間 平成２８年２月８日から同年３月７日まで

５ 縦覧に供する場所 沼田市役所

監査委員公告■

◎監査公表第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、平成２６年度包括外部監査の結

果に基づき講じた措置について、群馬県知事から通知があったので、次のとおり公表する。

平成２８年２月５日

群馬県監査委員 横 田 秀 治
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同 丸 山 幸 男

同 久保田 順一郎

同 狩 野 浩 志

公益財団法人群馬県私学振興会

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１ 通勤手当 平成２６年分の年末調整から、通勤手当非課税限度額超過分に係る
（３５頁） 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行った。

マイカーで通勤する人の通勤手当
が、非課税となる１か月当たりの限
度額を超えており、非課税限度額を
超える部分の源泉徴収（所得税及び
復興特別所得税）が行われていな
い。

通勤手当の非課税限度額を超える
部分は、給与として課税されるた
め、源泉徴収を行う必要がある。

２ 固定資産の取得 平成２６年度決算において、平成２５年度に購入したパソコンの資
（４６頁） 産計上を行った。

振興会の会計処理規程では、固定
資産の資産計上基準は１０万円以上
となっており、平成２５年９月に購
入 し た パ ソ コ ン が １ 台 当 た り
９９，８５０円であったため、規程
に従い費用処理されていた。

パソコンの購入に当たって設定費
用が発生しており、設定費用は取得
原価に算入する必要があり、設定費
用を含めると１台当たり１０万円以
上となるため、資産計上する必要が
ある。

３ 固定資産の区分と耐用年数 平成２６年度決算において、パソコン及びソフトウエアに係る減価
（４７頁） 償却方法及び耐用年数の修正を行った。

平成２６年３月期において、パソ
コン及びソフトウェアの減価償却費
が、定率法で６年として計算されて
いたものがあった。

振興会の会計処理規程に基づき、
パソコンは４年で計算し、ソフトウ
ェアは無形固定資産として計上し、
定額法で５年として計算する必要が
ある。

４ 訂正会計伝票の修正印 平成２６年９月から、会計伝票を修正した場合は、決裁権限者の訂
（４９頁） 正印の押印を行っている。

会計仕訳を作成する場合、会計シ
ステムから会計伝票に係る伺い書を
出力している。会計仕訳データが作
成された後に修正したい場合、会計
システムから伺い書を再度出力する
ことができないため、当初の伺い書
の金額等を見え消しで修正している
が、修正に関する決裁権限者の訂正
印が押印されていない。

金額等の修正に関する決裁権限者
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の訂正印の押印は、修正に関して決
裁権限者が承認したことを意味する
重要な行為であるため、決裁権限者
の訂正印を押印する必要がある。

意見 改善措置

１ 事務処理の不備 平成２６年９月から、経営資金借入申込書等において事務処理の際
（３０頁） の記載漏れがないよう、チェックリストを作成し、事務処理の確認を

施設・設備整備資金融資あっせん 徹底した。
事業において、融資あっせんの適否
を審査するため審査委員会を置いて
おり、緊急の場合には書面での持ち
回りの審査が行われるが、運営理事
５人のうち１人の適否の判定に記載
がないものがあった。また、経営資
金貸付事業において、限度額以上の
貸付を行わないようにするため、現
在の借入残高を確認する手続を行っ
ており、申込書の借入残高の有無欄
にチェックを記載することになって
いるが、チェックの証跡がないもの
があった。

第３者から見て、事務処理が適切
に実施されたことが分かるように、
証跡を残すべきである。

２ 退職手当資金受領書の提出遅延 平成２７年３月に学校法人等へ改めて通知を出し、「退職手当資金
（退職金資金給付事務） 受領書」、「退職手当支給報告書」及び「支給したことを証する書類

（３２頁） の写し」を遅滞なく提出するよう徹底を図った。
学校法人等は、振興会から退職手

当資金を受領した場合には、振興会
に「退職手当資金受領書」、「退職
手当支給報告書」及び「支給したこ
とを証する書類の写し」の３つの書
類を提出することとしているが、振
興会において当該書類を適宜入手し
ていない事例があった。

退職金が退職手当資金を下回る場
合、学校法人等がその差額分を受領
することになるため、振興会は適宜
当該書類を入手し、退職金が退職手
当資金を下回っていないか確認すべ
きである。

３ 規程の不備（（１）融資あっせん 平成２７年４月に要綱の改正を行い、融資の審査に必要かつ十分な
要綱の不備） 期間を確保した。

（３３頁）
施設・設備整備資金融資あっせん

事業において、施設・設備整備資金
融資あっせん要綱では「取扱金融機
関は、関係書類の送付を受けた日か
ら２週間以内に融資の適否を審査
し、適当と認めたものに対して融資
しなければならない。」と規定され
ているが、平成２５年度に２週間以
内に融資しているものは、１件もな
かった。
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２週間以内という規定は、実務上
期間が短く困難な設定となっている
ため、実現可能な期間とすべきであ
る。

３ 規程の不備（（２）経営資金の貸 経営資金の貸付額について、運営理事会において学校の人件費、負
付限度額） 債等の財務状況、保証人の収入状況等により審査を行い、適正な貸付

（３４頁） 額を決定することを徹底した。
経営資金貸付事業において、経営

資金貸付要綱（以下「要綱」とい
う。）で限度額が２００万円と規定
されており、ただし書の例外規定で
４００万円とされているが、平成
２５年度の全ての貸付（１２件）が
４００万円であった。また、例外規
定の適用条件を「振興会が特に認め
たものに限り」とされているが、特
に認めたものの条件が明確に定めら
れていない。
「振興会が特に認めたもの」の条

件を要綱上明確に定めるべきであ
り、また、公平性の観点から学校の
規模（生徒数等）に応じて金額を定
めることも一案である。

４ 勤務状況の報告 平成２６年度末から、文書により事務部長の勤務状況報告を受ける
（３５頁） こととした。

振興会と群馬県私立中学高等学校
協会は、群馬県私立中学高等学校の
事務局に勤務する事務部長に対する
人件費の支給に関して覚書を締結し
ており、覚書において群馬県私立中
学高等学校協会は、事務部長の勤務
状況を振興会に報告することとされ
ているが、文書による報告は受けて
いなかった。

勤務状況の報告に関して、報告方
法や頻度についての定めはないが、
契約が自動更新となっていることか
ら、振興会は、少なくとも年に１度
は文書による勤務状況の報告を受け
るべきである。

５ 信用リスク情報の定期的な把握 平成２７年度から、決算期に合わせ、年度末現在における購入後の
（３７頁） 債券の格付情報を入手する。

債券の購入に当たっては、振興会
の資金管理運用要綱（以下「運用要
綱」という。）に基づき格付情報を
入手し、債券の購入の是非を検討し
ているが、債券購入後は、格付情報
を入手していない。

債券購入後も信用リスクの変動に
よる格付の変更があることから、定
期的に、また、必要に応じて格付情
報を入手すべきである。

６ 仕組債のリスク管理 仕組債の投資方針や購入に係る判断基準等について、平成２７年度
（４０頁） 中に資金運用委員会において検討を行う。

運用資金のうち、かなりの割合が
仕組債で運用されているが、仕組債
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の購入に際して判断基準等が存在せ
ず、通常の債券の購入と同様に、運
用要綱に従って仕組債の購入の判断
が行われている。

仕組債は運用利回りの高さゆえに
リスクが高い金融商品であり、通常
の債券より厳格な判断が求められる
ことから、仕組債の投資方針や具体
的な購入に係る判断基準を明確にし
た基準等を整備すべきである。

７ ペイオフへの対応 平成２７年度から、決算資料により預金先金融機関の経営状況を把
（４１頁） 握し、年度当初の資金運用委員会に報告する。

平成２６年３月末時点において、
２２４，９１７千円を普通預金、
１６２，６６９千円を定期預金とし
て、全て同一金融機関に預けてお
り、ペイオフ対策がされていない。
また、運用要綱に基づき、ペイオフ
対策として取引金融機関の経営状況
の把握等が行われているが、報告が
されていない。

預金についても有価証券同様リス
クのある資産であるという認識を持
ち、定期的に取引金融機関の経営状
況を把握・報告し、対応を検討すべ
きである。

８ 中長期運用計画の策定 平成２７年度から、債券の種類、満期までの年数、証券会社別等の
（４３頁） 資産保有状況を踏まえた資金運用の中長期計画を策定している。

運用要綱に従い、毎会計年度ごと
に債券の種類、満期までの年数、証
券会社別等の資産保有状況を踏まえ
た資金運用計画書が作成されている
が、中長期の資金運用計画は策定さ
れていない。

資金運用は長期的な視点から行う
必要があり、中長期の資金運用計画
を策定すべきである。

９ 有価証券の保有目的 平成２７年度の資金運用計画を策定する中で、アクティブ運用の導
（４５頁） 入の是非等を含め、より安全かつ有効な運用方法について検討を行

運用要綱に従い、保有している有 う。
価証券は、全て償還期限まで保有す
ることを目的とする満期保有目的の
債券であるが、今後、より運用成績
の向上が求められる可能性もあり、
満期保有目的の債券のみでの運用で
は、運用利回りの向上に限界があ
る。

資産運用の有効性を高めるため、
一定の資金運用枠を設け、その範囲
内においてアクティブ運用の要素を
取り入れて、ある程度運用益を狙う
といった運用方法も検討すべきであ
る。

１０ 賞与引当金に関する社会保険料 平成２６年度決算から、６月期賞与に対する社会保険料事業主３月
の未払計上 期負担分を未払費用として計上した。

（４８頁）
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平成２６年６月に支給する賞与に
対する社会保険料の会社負担分が、
平成２６年３月期負担分として費用
計上されていない。

賞与に対する社会保険料の会社負
担分は、金額を合理的に見積もれる
ことから、費用計上することが望ま
しい。

公益財団法人群馬県教育文化事業団

指摘事項 改善措置

５ 信用リスクの把握 保有している債券は、すべて満期保有目的の債券であり、平成２６
（５９頁） 年度決算書から、「財務諸表に対する注記」の「満期保有目的の債

事業団の財産管理運用規程では 券」に格付け情報を記載し、報告している。
「少なくとも年１回、債券の運用経
過のモニターを行う。」とされてい
るが、現在、年１回のモニターは行
われていない。

債券の保有期間は、５年又は１０
年と長期であり、債券保有期間中に
信用リスクが変化する可能性もある
ことから、年１回格付けを取得し、
信用リスクを確認・報告する必要が
ある。

意見 改善措置

１１ プロパー職員の理事登用 事業団の自主性や経営の安定性などを踏まえつつ、今後も適正な理
（５６頁） 事の選任について検討する。

常勤の理事選任については、公益
法人移行以前から県ＯＢ職員が任命
されるのが慣例となっており、県に
よる出えん団体として運営されてい
るため、その責任者が県出身者であ
ることは合理性がある。

事業団は発足してから３０年以上
が経過しており、プロパー職員の中
には勤続年数が長い者もおり、ま
た、団体が自立し、安定的な経営を
行っていくためにも、プロパー職員
の理事への登用が望まれる。

１２ 高等学校等奨学貸与資金におけ 当面未使用となる貸与資金は、現在も債券で運用しているが、平成
る未使用額 ２７年度からは、更に細かな運用計画を作成・実施していく。

（６２頁）
平成２５年度末時点において、

９８０，７５９千円の奨学貸与資金
の原資があり、５１９，４３８千円
は未使用の奨学資金となっており、
未使用の奨学資金のうち３１９，５
２８千円は普通預金で運用されてい
る。

本来であれば奨学生を増加させる
施策に奨学資金を活用すべきである
が、当面は奨学資金として使用され
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ない資金があることから、未使用と
見込まれる期間に応じ、債券又は定
期預金等での運用を検討すべきであ
る。

１３ 修繕費の負担 今後、仕様書と異なる対応をとるときは、県に事前協議することと
（６３頁） する。

群馬県民会館管理運営業務仕様書
（以下「仕様書」という。）は、施
設・設備及び備品の維持補修に要す
る費用の負担関係を定めており、
３０万円未満の施設等の修繕は指定
管理者の負担で行うことと定められ
ているが、大ホール音響調整卓修繕
（３０４，０００円）が指定管理者
の負担でされており、県との事前協
議もされていなかった。

修繕の負担は、仕様書の定めに従
って行うべきであり、仕様書と異な
る対応をとるときは、県と事前に協
議すべきである。

１４ 実績報告書における施設設備の 平成２７年度から、事業団と協同組合の業務内容を明確にして報告
維持管理状況の記載内容 する。

（６４頁）
県民会館は、事業団及び群馬県ビ

ルメンテナンス協同組合を構成員と
する群馬県民会館管理事業共同体
（以下「管理事業共同体」とい
う。）により管理運営されており、
実施した管理業務を事業報告書（以
下「報告書」という。）で報告され
ているが、報告書の記載内容から
は、管理事業共同体のいずれかの構
成員が実施した業務なのかが明確で
ない。

責任の所在を明確にするため、各
管理業務を実施した構成員が明確に
分かるように報告すべきである。

１５ 施設設備の不備に対する対応 平成２７年度から、保守点検により指摘された箇所の内容について
（６５頁） は、至急に修繕が必要なのか、そうでないのか等を明確にして分かり

管理事業共同体が実施した業務内 やすく報告書に記載する。
容を報告書で提出しており、報告書
において施設設備の不備等に対する
指摘事項が記載されているが、今す
ぐに対応しなければならないものな
のか、対応済であるのか等の記載が
ない。

報告書で指摘された施設設備等の
不備等に対して、どのように対応し
たのか、又は対応予定であるのかな
ど分かりやすく報告書に記載すべき
である。

１６ 清掃業務の内容 平成２７年度から、仕様書の区分に応じて報告するとともに、その
（６５頁） 実施内容が、仕様書の基準を満たしていることが分かるように記載す

仕様書において、清掃業務を日常 る。
清掃・定期清掃・特別清掃に区分
し、それぞれの業務内容を定めてい
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るが、報告書では仕様書の区分で報
告していないため、仕様書に定める
要件を充足しているかについて判断
がしにくい。

報告書は、仕様書で定める区分で
報告し、実施した業務が仕様書に定
める基準を満たしていることが容易
に分かるように記載すべきである。

１７ 交際費の帳簿記録 平成２７年度から、専用通帳での交際費管理を廃止し、他の科目と
（６７頁） 同様に処理した上で、総勘定元帳にも支出内容を適切に記録してい

交際費の処理について、期首に交 る。
際費専用通帳に資金の移動を行い、
出納責任者が上司の承認を受けて専
用通帳から必要額を支出し、使用し
ており、期末に残った資金を戻入し

ている。１年間の交際費は、証憑
ひよう

とともに補助簿にまとめられている
が、総勘定元帳には、４月に通帳の
移動額、３月に残額の戻入処理の記
帳を行っているのみである。

公益法人会計基準では「正規の簿
記の原則」に準拠し、法人活動のす
べてを網羅的に記録することを必要
としているため、交際費において
も、総勘定元帳に発生した取引ごと
に適時に記帳し、網羅的に取引を記
録すべきである。

１８（１）長期貸付金（奨学貸付金） 平成２７年度から、法定繰入率ではなく、回収不能見込額を見積も
に係る貸倒引当金の設定 り、貸倒引当金に計上する。

（７０頁）
奨学貸付金の期末残高額４６１，

３２１千円に対して、税法上の法定
繰入率（１，０００分の６）分を貸
倒引当金（２，７６８千円）に計上
されており、回収不能額を見積もっ
た上での貸倒引当金の計上が行われ
ていない。

公益法人会計基準では、法人の財
務状況を適切に表すため、資産の貸
借対照表価額については、「受取手
形、未収金、貸付金等の債権は、取
得価額から貸倒引当金を控除した額
をもって貸借対照表価額とする。」
とされており、奨学貸付金について
は、回収可能性を検討し、債権の区
分（一般債権、貸倒懸念債権、破産
更生債権等）に応じて回収可能性を
見積もり、貸倒引当金を設定するこ
とが望ましい。

１８（２）長期貸付金（奨学貸付金） 平成２７年度から、返還事務担当者を増員し、未納者への家庭訪
の回収業務 問、サービサーへの委託、本人及び連帯保証人に支払督促の申立予告

（７０頁） 等を準備する。
貸付金の回収業務について、期日

どおりの返済がされない場合、現状
では電話や督促状による督促が行わ
れており、平成２７年度から返還事
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務担当者を増員し、未実施であった
家庭訪問、サービサー（債権回収会
社）への委託、本人及び連帯保証人
に支払督促の申立予告等を準備する
とのことであるが、奨学金貸付残高
は増加傾向にあることもあり、今
後、貸付金の延滞を増加させないた
めの適切な対策や効果的な回収業務
の整備が望まれる。

１９ 退職給付引当金と引当預金の不 定年退職を見込んだ退職給付引当金の増額は、収益事業の増益が必
足 要となるため、今後の収支状況を踏まえて検討する。

（７２頁）
退職給付引当金の計上基準は、期

末退職給与の自己都合要支給額の
１００％に相当する額となってお
り、退職手当の財源は、特定資産に
おいて預金積立が行われているが、
引当金に対して特定資産が不足して
いる状況が続いている。また、定年
退職を前提とした引当額に対して自
己都合要支給額のみでは引当額が大
きく不足している状況である。

退職金の支払による財源不足への
対策を講じるため、毎期スケジュー
リングを行うべきであり、近い将来
定年が予定されている者は、定年退
職を前提とした引当額を計上するな
ど実態に合わせた会計処理が望まれ
る。

２０ 賞与引当金の計上の必要性 平成２７年度から、適正な賞与引当金の計上を行う。
（７３頁）

期末・勤勉手当の会計処理は、支
出時の費用として処理されている
が、６月に支給する期末・勤勉手当
は、対象期間が前年の１２月から５
月までの６か月であり、途中で決算
月（３月）が入るため、支出時に費
用処理する現行の処理方法では、費
用計上が適正に期間対応できていな
い。

事業団の会計規程では「賞与引当
金は支払見込額のうち、当期に帰属
する額を計上」と定められているた
め、３月末の決算では、期末・勤勉
手当支給予定額の６分の４（１２月
から３月までの４か月分）を賞与引
当金として計上すべきである。

公益財団法人群馬県スポーツ協会

指摘事項 改善措置

６ 備品の貸与 平成２７年度から、年１回複数人で現地に赴き、備品台帳に基づき
（９６頁） 現物を確認する。

協会所有の備品６点を陸上の指導 また、備品を貸出す際に、借用書を必ず提出させることを職員に周
者等へ無償貸与しており、必要に応 知徹底するとともに、貸与について、担当職員のみ知っているのでは
じて現物を確認しているが、年に なく、借用書を回議し、貸出責任者の確認をとるなどの管理体制の構
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１度の現物確認は行われていない。 築を図る。
他の備品と同様に、年に１度の現

物確認を行う必要がある。
また、平成１３年度の包括外部監

査において、貸付時の書類の不備が
指摘され、貸付時に借用書を徴する
旨の改善措置が提出されたが、借用
書等の書類は存在しない。

協会の備品を無償貸与しているた
め、借用書を入手し、適切な管理を
行う必要がある。

７ コインロッカー内現金の回収管理 コインロッカーの現金回収については、平成１４年４月から２人以
（９７頁） 上の複数人で作業を行っているが、平成２６年２月と３月は、確認サ

平成１３年度の包括外部監査にお インのチェックを怠ってしまった。
いて、「コインロッカー内の現金回 今後は、コインロッカーの現金回収担当者と出納責任者が相互確認
収について、１人で回収を担当する することで対応する。
状況があったことから、２人で担当
することが望まれる。」との意見を
受け、２人で回収を担当する旨の改
善措置が提出されていたが、平成
２６年の２月と３月で、集計表に１
人の署名押印しかないものがあり、
十分な改善がされていない。

現金は、盗難・着服等のおそれが
あるため、複数人で管理する必要が
ある。

８ 経常収益の区分経理 収益の按分基準表を作成し、会計区分ごとに区分経理することと
（９９頁） した。さらに、費用と同様に収益についても振替伝票を作成し、回議

公益認定等ガイドラインでは、正 することとした。
味財産増減計算書は、内訳表におい
て公益目的事業会計、収益事業等会
計及び法人会計の３つに区分すべき
ことが規定されているが、経常収益
に計上されている補助金や運用益等
の収益が、会計区分ごとに区分経理
されていない。また、協会の会計規
程では「すべての取引に関する記帳
整理は、会計伝票により行うものと
する。」とされているが、経常収益

の各会計区分に按分が必要な科目
あ ん

について、振替伝票が作成されてい
ない。
経常収益を各会計区分へ区分経理

するとともに、各会計区分へ按分
計算が必要な収益については、会計
規程どおり振替伝票に起票して、承
認を受けた上で会計処理する必要が
ある。

９ 退職給付引当金の計上基準 現段階では、勧奨退職で計算している年度末の退職給付引当金額
（１０２頁） を、自己都合要支給額を基本としつつ、定年５年前又は３年前から勧

退職給付会計基準の導入（平成 奨退職で計算することで調整しているが、本協会は今後５年以内に、
２１年度）に伴う会計基準変更時差 １７名中７名が定年となることから、これらのことも踏まえ、適切な
異について、１１年間にわたって定 基準を作成する。
額法により費用処理する方法を採用
されているが、定年退職を前提とし
た要支給額に基づく計上が行われて
いないため、定年退職を前提とした

平成２８年２月５日（金） 群 馬 県 報 第９３７１号
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要支給額と対比すると、平成２５年
度末時点において約２４百万円の不
足が生じている。

定年退職を前提とした要支給額に
対して退職給付引当金の不足が生じ
ない、又は計画的な不足の解消が達
成できるような計上基準を設定する
必要がある。

意見 改善措置

２１ 事業計画への金額記載 平成２７年度事業計画書から、当年度予算と前年度予算の比較がで
（８１頁） きるように作成した。

単年度の事業計画において、金額
（予算等）の記載がなく、計画のど
こに比重が置かれているのか、前年
度と比べてどこがどの程度変化して
いるのかなどの可視化が難しい。

より明確な計画にするために、事
業計画は予算等の金額を織り込んだ
形（前年度実績との比較形式）で作
成すべきである。

２２ アンケート結果の情報開示 アンケート結果を協会のホームページ上に開示する。さらに、一般
（８２頁） 利用者の意見等も併せて協会のホームページ上に開示する。

事業活動の結果評価として、７年
前から毎年利用者向けにアンケート
調査を実施しているが、その結果を
開示していない。

アンケート結果を開示することに
より、透明性が確保される上に、県
民へのアピールにもつながることか
ら、協会のホームページにアンケー
ト結果を開示すべきである。

２３ 補助金の配分方法の公開（競技 平成２７年度から、毎年４月に開催する各加盟競技団体理事長、強
力向上対策費補助金） 化担当及び事務局長が出席する会議において、配分方法と計算方法の

（８３頁） 説明をすることとしている。
協会から各スポーツ団体に競技力

向上対策費補助金が交付されてお
り、各団体への補助金額は、競技力
配分として、競技の実績やランク等
により加算されているが、補助金の
配分方法（基礎配分＋競技力配分）
が各団体に公開されていない。

配分方法が公開されれば、成績に
よって補助金が増額されることが分
かり、成績向上意欲が高まるととも
に、公平性も担保されることから、
配分方法を公開すべきである。

２４ 高額の報償費（競技力向上対策 使途基準額を超過する場合は、実績報告書において、その経費支出
事業） の必要性とその理由を記載するよう、各関係団体へ指導する。

（８４頁）
競技力向上対策事業において、補

助対象経費に対して補助金が多額に
支出されることを防ぐために、使途
の基準額が定められており、県外講
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師の報償費は、１日２万円以内と規
定されているが、講師の謝礼金とし
て１日１０万円を支給している団体
があり、実績報告書等に基準額を超
過する理由が記載されていなかっ
た。

使途基準額を超過する経費につい
ては、経費支出の必要性を確認する
ため、実績報告書に理由の記載を求
めるべきである。

２５ プロパー職員の理事登用 協会の自主性や経営の安定性などを踏まえつつ、今後も適正な理事
（８５頁） の選任について検討する。

理事の選任は、公益法人移行以前
から、県の現役職員や県ＯＢ職員が
任命されるのが慣例となっており、
県が出えんを行っている団体である
ため、責任者を県出身者に任せるこ
とに一定の合理性はある。

協会は発足してから３０年以上経
過しており、プロパー職員の中には
勤続年数が長い者もおり、また、自
立し、安定的な経営を行っていくた
めにも、プロパー職員の理事への登
用が望まれる。

２６ 役員（理事）の役員会（理事 理事の選任について、法人の設立の経緯を踏まえ、関係団体から推
会）への出席率 薦していただいている条件は、その団体の長でなくても、責任のある

（８７頁） 立場の者（副会長等）で会議に出席可能な者としている。よって、今
平成２３年度から平成２５年度ま 後も理事の選任方法については、出席可能な理事の選出方法を積極的

でに開催された理事会において、全 に検討する。
て欠席している理事がいた。

理事会は、業務執行を行っていく
上で重要な機関であり、理事が理事
会を欠席し続けると、理事選任の趣
旨が満たされないとともに、理事会
そのものの形骸化につながるおそれ
があるため、出席可能な者が理事に
選出されるよう理事選任方法の見直
しを行うべきである。

２７ 評議員会の評議員の出席率 次期改選期（平成２９年６月開催の評議員会）では、評議員を削減
（８８頁） する予定であり、加盟団体や関係団体から出席可能な者を選任すると

平成２５年度末時点で１０３人の ともに、団体運営に加盟団体等の意見が反映されるよう、加盟団体連
評議員がおり、他の団体と比較して 絡会議などを開催し対応する。
評議員が多く、平成２３年度から平
成２５年度までに開催された評議員
会の出席率は、５０％から６０％で
あった。

評議員が多いことにより、意思決
定が遅くなることや評議員の出席率
が低くなるなどのデメリットがある
ため、評議員数を削減する方向で見
直す、又は出席可能な者を選任する
などの対応を図るべきである。

２８ 県ＯＢ職員の採用過程の明確化 県ＯＢ職員の採用に際しては、どのような人物が必要であるかを明
（８９頁） 確にする。また、採用の客観性及び公平性を明確にするため、必ず履

県ＯＢ職員を採用する際に、採用 歴書等の提出と面接等を行い詳細な情報を入手する。
者の履歴書など詳細な情報は入手し
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ておらず、どのような人材が必要で
採用したのかが明確になっていな
い。

採用した理由及び客観性・公平性
を明確にするため、履歴書等の詳細
な情報を入手すべきである。

２９ 資金（資産）運用規程の創設 資金運用について、現在はリスクを伴わない安全な資金運用を行っ
（９０頁） ているが、今後の経済情勢の変化等によって運用方法の転換を求めら

平成２５年度末時点で基本財産が れた場合や、更なるリスク回避の観点等を考慮し、資金運用規程を整
７３０，１１９千円、特定資産が 備する。
４４７，８６９千円であり、相当程
度多額であるが、資産運用に関する
規程がなく、実務上、運用担当者や
その上席者等の判断で運用が行われ
ている。

現時点では、安全資産のみの運用
であり、運用方法に問題はないが、
今後、運用規程がないために、運用
の判断を誤ることも考えられるた
め、資産運用方針を定めた規程を整
備すべきである。

３０ 指名入札する対象事業者 現在、指名競争入札を行う際には、業者選定委員会を開催し、指名
（９１頁） 業者の選定を行っており、今後、緊急対応の必要がない業務は、公平

指名競争入札業者を選定する際に 性及び客観性の観点から地理的条件を除外することとする。
選定基準が定められており、選定基
準において、緊急対応の必要性があ
るとの理由により地理的条件が付さ
れている。

委託する業務には、清掃業務など
緊急対応する必要がない業務もあ
り、また、支店・営業所がスポーツ
センターの近隣にある可能性もある
ことから、公正性及び競争性向上の
観点から地理的条件を除外すべきで
ある。

３１ 指定管理に関する情報公開 情報公開制度をより実効性のあるものにするため、情報公開要綱を
（９２頁） 県や協会のホームページに掲載することで広く一般に周知する。

協会では、群馬県情報公開条例の
趣旨に沿った情報公開要綱を定めて
いるが、これまで開示請求の実績が
１件もない。

情報公開制度をより実効性のある
ものにするため、県と協会で協力を
図りながら、指定管理者の情報公開
のあり方や周知方法（県のホームペ
ージに掲載する等）について改めて
検討すべきである。

３２ 賞与引当金に関する社会保険料 賞与引当金を計上する際は、社会保険料も含めることとし、平成２
の未払計上 ６年度補正予算で計上した。

（９３頁）
平成２６年６月に支給する賞与に

対する社会保険料の会社負担分が、
平成２６年３月期負担分として費用
計上されていない。

賞与に対する社会保険料の会社負
担分は、金額を合理的に見積もれる
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ことから、費用計上することが望ま
しい。

３３ 備品台帳の整備 備品の照合については、各施設ごとに全て確認作業を行った。ま
（９４頁） た、シールについても、全て県担当課立会いのもと貼付した。

県から貸与されている工具器具備 今後は、備品の置き場管理を徹底するとともに、備品確認期間を設
品及び備品は、備品台帳で管理され けて、適切な管理に努める。
ており、備品台帳と現物を年に１度
照合しているが、確認欄が空欄で、
現物の確認ができていない備品があ
った。また、シールが貼付されてい
ない備品が多く見受けられた。

県から貸与されている備品は、県
の所有物であるため、正しく管理す
る責任があり、適切な管理責任を果
たす必要がある。また、シールが貼
付されていない備品は、シールを貼
付する必要がある。

３４ 使用していない工具器具備品 個人情報に関わる備品等の廃棄については、情報漏えいを防止する
（固定資産）及び備品（消耗品） ため、適切な業者の選定と廃棄証明書の提出により安全な処理に努め

（９５頁） る。
パソコンなど現在使用していない なお、廃棄に係る費用を平成２７年度当初予算に計上し、処分す

備品が倉庫に置いてあり、適任であ る。
る業者が見つからないことや費用が
かかる等の理由から、そのまま倉庫
に置かれている。

個人情報が漏えいするリスクがあ
り、置き場も限られるため、不要な
ものはできる限り速やかに処分すべ
きである。

３５ 固定資産台帳と現物との照合の 平成２７年度から、固定資産と現物を照合するため「固定資産確認
証跡 簿」を作成し、年１回以上の照合を行う。その際の確認は複数人で行

（９５頁） い、証跡の意味を含めて捺印し、更に回議を行う。
毎年３月に固定資産台帳と現物と なお、資産の状況においては、現物の状況を掲載し、毀損等が発生

の照合が行われているが、照合の証 した場合には、廃棄又は買替え等を行う。
跡が残っていないため、資産に計上
されている固定資産が、実際に存在
するのか確かめることができない。

いつから固定資産が毀損していた
のか、又は存在しなかったのかが分
かるように、固定資産台帳と現物と
の照合の証跡を残しておくべきであ
る。

一般財団法人群馬県森林・緑整備基金

指摘事項 改善措置

１０ 停止条件付き解約契約に関わる 解約契約は、停止条件が付いていることから、契約履行が確実と判
「分収森林」勘定の評価 断された時点で、消費税引上げ分の金額の減損処理を行う。

（１２４頁）
平成２５年３月に締結された群馬

県林業公社との事業譲渡契約に基づ
き、分収林の解約契約に関わる権利
義務を群馬県林業公社から引き継い
でおり、譲渡対価は、共有持分の評
価額に消費税を加えた金額である。
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消費税相当額は契約上５％で固定さ
れているが、税率改正により８％と
なったため、実際上の「分収森林」
勘定の帳簿価額の回収金額は、消費
税３％の引上げ分だけ少なくなって
いる。

消費税の引上げ分は、既存の分収
森林の整備には寄与せず、また、臨
時性もあるため、減損処理に準じて
回収可能金額まで減額し、差額を費
用処理する必要がある。

１１ ゼロ評価で受け入れた「分収森 平成２７年度中に、評価額ゼロで受け入れた分収林の追加的資産計
林」勘定 上のあり方を検討する。

（１２５頁）
群馬県林業公社から引き継いだ

「分収森林」勘定の受入時の評価金
額は、原木の販売収入等の将来収益
から伐採費用や森林整備事業費等の
将来費用を差し引いて算定されてお
り、将来収益よりも将来費用が上回
るものは、評価額をゼロとしてい
る。

評価額ゼロで受け入れた「分収森
林」勘定は赤字評価のものであり、
将来費用は、回収の見込みが低いた
め、追加的な資産計上はすべきでな
い。

１２ 内部取引の相殺消去の未処理 平成２６年度決算から、各会計区分間の貸借取引の残高を、貸借対
（１２６頁） 照表内訳表において相殺消去する。

貸借対照表上の未収金、未払金、
仮払金及び仮受金の各残高には、各
事業間取引の内部貸借取引高が含ま
れており、内部取引消去が行われて
いない。

公益会計基準注解２では「会計区
分を有する場合には、会計区分間に
おける内部貸借取引の残高は、貸借
対照表内訳表において相殺消去す
る。」とされており、法人の未収
金、未払金、仮払金及び仮受金の残
高を正しく表示するため、注解どお
り内部取引消去欄において相殺消去
する必要がある。

１３ 固定資産の計上基準 平成２６年度から、会計規程に基づき１０万円以上の支出は、固定
（１２７頁） 資産として計上している。

基金の会計規程では、固定資産の
計上基準は、１０万円以上の支出と
規定されているが、１０万円以上
２０万円未満の取得資産が、費用処
理されている事例があった。

会計規程に従い１０万円以上の支
出は、固定資産に計上する必要があ
る。

１４ 固定資産の管理 平成２７年度中に、現物資産に管理プレートを付し、固定資産の適
（１２７頁） 正な管理を行う。

基金が所有する備品等は、３１１
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個と非常に数が多いが、管理プレー
ト等による現物管理が行われていな
い。

備品等を処分した場合、固定資産
台帳上の該当資産が処分されないお
それがあるため、現物資産に管理プ
レートを付し、適正な現物管理を行
う必要がある。

１５ 役員報酬の会計区分への配賦 平成２７年度中に、役員報酬配賦基準を作成し、それに基づき配賦
（１２９頁） を行う。

理事報酬の配賦基準は、従事割合
を用いているが、従事割合の実績根
拠が明らかでなく、按分の根拠が
不明確である。

理事報酬の配賦基準の具体的な根
拠を整理する必要がある。また、理
事報酬の配賦が困難な場合は、認定
規則に従い、配賦は行わずに法人会
計に全額計上することも考えられ
る。

意見 改善措置

３６ 「分収森林」勘定の評価の定期 平成２７年度中に、少額評価の分収林に対して、追加的資産計上の
的・適時な見直しと台帳の整備 あり方や「分収森林」勘定の評価見直し時期について検討する。

（１０９頁） 平成２６年度から、新たな台帳のシステム設計に着手しており、ゼ
「分収森林」勘定の評価算定にお ロ評価及び少額評価分収林の会計処理基準に対応し、合理的かつ正確

いて、ゼロ評価でなくても少額評価 な配賦となるよう台帳の整備を行う。
のものも前提条件の変動（木材の下
落等）に対する許容度に余裕がない
ため、将来費用の回収に関する不確
実性が高いと想定される。

少額評価のものの追加的な資産計
上は、より保守的な回収可能金額に
すべきである。また、原木の市況単
価や補助金収入など、基礎となる前
提が大きく変動した場合には、適時
な評価替えや分収林契約の解約にお
ける譲渡金額の決定のために、合理
的かつ正確な配賦による台帳の整備
をすべきである。

３７ 分収林契約の解約の促進 平成２６年度から、受入評価額がゼロ評価である分収林の解約交渉
（１０９頁） を行っており、今後も継続して解約交渉を進める。

土地所有者による分収権の買取り
が、分収林契約の解約の１つの障害
となっている。

解約の促進を図るためには、短期
的な損得にとらわれない長期的な視
点と判断が必要であり、受入評価額
がゼロ評価のものを積極的に解約す
べきである。

３８ 森林・緑整備基金事業の利用状 森林・緑整備基金事業のＰＲを進めるため、平成２６年度から関係
況 事業主の集まりに出席し、事業説明を行うとともに、平成２７年４月

（１１３頁） に、基金のホームページのリニューアルを行った。
森林・緑整備基金事業では各種助 また、平成２６年度に関係事業主に対しアンケート調査を行い、平
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成事業を行っているが、国や県で類 成２７年度から事業の一部を見直した。平成２７年度以降も引き続
似の補助制度がある等の理由によ き、事業主のニーズを把握し、事業の見直しを進める。
り、実績額が予算額を下回り、補助
制度の利用率が低い状況となってい
る。

他の制度との違いをＰＲするな
ど、効果的なＰＲ方法を検討すべき
である。

３９ 経営計画とモニタリング １期５か年間の中長期計画を策定するため、平成２６年度に検討会
（１１４頁） を、平成２７年度に策定委員会を開催している。平成２７年６月に中

公益事業や分収林事業において、 長期計画を策定し、中長期計画に基づき事業の達成状況の確認を行
法令等に基づいた個別の中長期計画 い、経営の改善に努める。
は策定されているが、基金全般に係
る中長期計画は策定されていない。

基金は、一般財団法人として独立
し、独自の活動を行っており、継続
的かつ安定的な事業活動が求められ
ることから、中長期計画を策定し、
毎年度達成状況を確認し、経営の改
善につなげていくことが望ましい。

４０ 理事の構成 現理事の任期が満了する平成２８年６月までに、理事会の運営体制
（１１５頁） のあり方を検討する。

理事６人のうち４人が県のＯＢ職
員であり、また、残りの２人も森林
組合のＯＢ職員であるなど理事全員
が林業関係者で占められている。

基金は、独立した財団法人として
自立した経営が求められ、今後、新
たな知恵や発想を取り入れ、安定し
た経営を行っていくため、外部の人
材を広く登用するなど理事会の運営
体制のあり方を検討すべきである。

４１ 評議員会欠席者の対応 平成２６年度から、評議員会の欠席者に対し、評議員会開催後速や
（１１６頁） かに議案書及び会議録を送付するとともに、重要議案又は評議員の求

平成２５年度に評議員会が４回開 めに応じて直接説明を行っている。
催されており、評議員会を欠席した
評議員に対して、数回の評議員会の
報告がまとめて行われていた。

知見のある評議員から基金の経営
に資する見解を入手する観点から、
また、評議員としての職務を全うす
る観点から、欠席した評議員に対し
ては、評議員会の開催前か開催後速
やかに報告・説明を行うべきであ
る。

４２ 旅費に関する支出 旅費（宿泊料）の支給基準を明確化するため、県の規定に準じた旅
（１１７頁） 費規程の改正を行い、平成２７年４月から施行した。

旅費（宿泊料）について、基金の
旅費規程で定めがなく、県で定めて
いる「群馬県職員等の旅費に関する
条例」を参考に、１日当たり１１，
８００円を定額で支給している。

宿泊料が詳細に定められていない
場合、職員間で不公平が生じる可能
性もあることから、県の規定に準ず
るなど明確に定めるべきである。
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４３ 県ＯＢ職員の採用過程の明確化 平成２６年度から、職員採用の客観性・公平性を確保するため、職
（１１８頁） 歴の詳細な情報を収集するとともに、面接を実施し、透明性を図るこ

平成２４年度の職員の採用に際し ととした。
て、基金が入手した採用者の履歴書
の職歴欄が、群馬県庁採用と群馬県
庁退職の２行の記載があるのみで、
県職員としての経歴が分からない。

採用した理由及び採用の判断の客
観性・公平性を明確にするため、履
歴書等の詳細な情報を入手すべきで
ある。

４４ ペイオフ対策の必要性 平成２７年４月に資金運用規程を改正し、預金は、決済用預金に限
（１１９頁） ることとした。

平成２５年度末時点において、
１１５，４８６千円を普通預金とし
て１つの銀行に預けており、ペイオ
フ対策がされていない。

金融機関が倒産した場合に保護さ
れるのは、一般預金については、合
算して元本１０，０００千円とその
利息までとなるため、金融機関の信
用リスクと預入利率の双方を考慮
し、必要があれば複数の銀行に預金
を分散する、又は決済用預金に変更
するなどペイオフ対策を行うべきで
ある。

４５ 資金運用規程の見直し 平成２７年４月に資金運用規程を改正し、「元本を毀損するデリバ
（１２０頁） ティブを含む仕組債は除く」ことを明記した。

現在保有している債券は、為替比
率により利率が変動するデリバティ
ブ（元本を毀損するデリバティブは
含まれていない。）を有している
が、基金の資金運用規程において、
デリバティブを含む仕組債の購入に
ついての具体的な記載がない。

仕組債は、デリバティブの内容に
よっては、元本を毀損するリスクを
有するものもあり、資金運用規程で
具体的な記載がない場合、理事会の
意に反した資金運用が、資金運用委
員会において行われるリスクがある
ことから、元本を毀損するデリバテ
ィブを含む仕組債を購入しないこと
を資金運用規程に明記すべきであ
る。

４６ 資金繰り表の作成 平成２７年度から、統一した資金繰り表を作成して、法人全体の資
（１２１頁） 金管理を行う。

基金の全体的な資金管理は行われ
ているが、各担当者が事業ごとで、
それぞれの形式で月次の資金繰り表
を作成しており、一定の様式がない
ため、余剰資金の把握がしづらい状
況になっている。

事業ごとの余剰資金や資金不足を
把握しやすくするため、各事業にお
いて一定の様式に基づいた資金繰り
表を作成すべきである。
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４７ 退職給付引当資産の運用 平成２７年度から、余裕資金について、金利動向を勘案しながら国
（１２１頁） 債等での運用を検討する。

平成２５年度末時点において、職
員の退職金に備えた資産２０２，７
７５千円を普通預金で保有してお
り、今後５年間で定年退職する職員
の退職金合計は１４９，６８０千円
であり、約５０，０００千円の余裕
資金がある。

当面使用見込みのない資金は、運
用利回り向上のため、国債等の債券
で運用するなどの検討を行うべきで
ある。

４８ 「分収森林」勘定に関する当期 平成２６年３月に策定した「分収林の管理・経営方針」により、実
経常増減額の振替処理 績に基づいて管理費を厳密に算定し、分収林事業に配賦している。

（１２２頁） 今後も、森林整備へ直接結びつかないもの及び寄与度合いが低い費
「分収森林」勘定は、分収森林事 用について識別し、資産振替は行わない。

業に関する経常費用から経常収益を
控除した残余の費用金額を「分収森
林」勘定に振り替える（資産計上す
る）会計処理が行われており、林業
公社会計基準に準拠したものである
が、木材の価格下落や長期に起因す
る変動性などのリスクを数多く有し
ており、資産価値の毀損の可能性が
ある。

資産計上に関しては、資産価値の
毀損を極力軽減するために、より保
守的な会計方針を採用すべきであ
り、以下の方法が考えられる。
（１）分収林事業へ配賦される管理

費の範囲を見直すなど、間接費
の認識を必要最低限にする。

（２）経常費用の中身を見直して、
解約に係る経費など森林整備へ
の寄与度合いが低い費用や臨時
的な費用を積極的に識別して、
経常外費用の認識を増やす。

４９ 退職給付引当金の不足 平成２７年度から、現在退職給付引当金として計上している自己都
（１２９頁） 合による退職の支給額と、定年退職による支給額の不足額について、

退職給付引当金の計上基準は、自 定年退職の５年前から５年間均等に引当金として計上する。
己都合による退職の場合の要支給額
となっており、５年以内に８人の職
員が定年退職を予定しており、定年
退職を想定した際の退職給付引当金
と比較すると、平成２５年度末時点
で１８，７２９千円の不足が生じて
おり、不足額は支払時点での負担と
なる。

近い将来定年が予定されている者
の退職給付引当金は、定年退職を前
提とした引当額を計上するなど、実
態に合わせた会計処理が望まれる。

５０ 賞与引当金の設定 平成２６年度決算から、費用と収益の期間対応の適正を図るため、
（１３０頁） １２月から３月までの賞与を引当金として計上する。

平成２５年度に賞与が年３回支給
されており、６月支給額のうち、支
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給対象期間が１２月２日から３月３
１日までの賞与が、賞与引当金とし
て計上されていない。

６月支給の賞与を一時の費用とし
て計上することは、適正な期間計算
が図られない可能性があるため、１
２月から３月までの賞与は引当金計
上することが望ましい。

５１ 理事報酬の支給方法 平成２７年度から、常勤役員報酬の賞与支給は取りやめ、役員報酬
（１３０頁） 総額を月割り均等にして支給する。

常勤の理事報酬が年２回賞与とし
て支給しており、税務上、役員報酬
のうち賞与は、損金に算入されない
ため、その分だけ課税負担が生じて
いる。

役員報酬の支払は、一般の職員の
支払と同一である必要はなく、賞与
に対する税務上の課税負担を生じさ
せないために、賞与額を月次の報酬
に含めて月割りで支給することが望
まれる。

公益財団法人群馬県農業公社

指摘事項 改善措置

１６ 運営方針の改訂の必要性 現行の運営方針は、平成２７年度で最終年度を迎えることから、平
（１３８頁） 成２７年度中に事業構造の変化等を踏まえて運営方針を改訂し、平成

外部有識者で構成された検討委員 ２８年度から適用する。
会によって取りまとめられた平成
２３年２月の報告書等を基礎とし
て、公社の運営方針が平成２４年３
月に群馬県農政部により作成されて
いるが、平成２６年４月から農地中
間管理機構として指定されるなど、
事業構造や予算規模が大きく変化し
ているが、運営方針が改訂されてい
ない。

事業構造の変化（農地売買方式か
ら農地リース方式を中心に事業を推
進）や予算規模等を踏まえて、運営
方針を改訂する必要がある。

１７ 評議員会の決議 平成２７年度以降の評議員会の開催に当たっては、評議員会の本来
（１４４頁） 機能をより発揮できるよう開催方法等の改善を図る。

平成２４年度から平成２５年度ま
でに評議員会が４回開催されてお
り、評議員が出席して開催されたの
は１回だけであり、それ以外の３回
は書面決議により行われた。

評議員会は、役員の選任や重要な
業務運営について意見を述べるな
ど、法人の業務を公正に行うための
重要な機関であるため、可能な限り
直接的な意見交換及び審議の場を設
ける必要がある。

１８ 固定資産の減価償却費の計算 平成２６年度決算から、正しい減価償却費計算を行うよう見直す。
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（１４９頁）
平成２０年度の税制改正により、

農業用設備の法定耐用年数が７年に
統一されたが、償却中の資産が、旧
耐用年数による償却率で減価償却費
が計算されていた。

既存の固定資産も改正後の耐用年
数で減価償却費を計算する必要があ
る。

意見 改善措置

５２ 収益目的事業（受託事業） 農地中間管理事業関係の畦畔除去等の業務を積極的に受注し、核
け い は ん

（１３９頁） となる事業を育て、財源を確保できるよう検討する。
収益目的事業として受託事業を行

っており、受託事業の金額は毎年
５，０００千円程度となっている
が、平成２３年２月に提出された農
業公社改革検討委員会による「財団
法人群馬県農業公社のあるべき姿・
改革の方向について」の報告書にお
いて、今後の受託事業は縮小の方向
とされている。

公益法人は、公益目的事業からは
利益を獲得してはならないこととさ
れており、収益目的事業から利益を
得られなければ公社の財務状況が悪
化する懸念があるため、今後、農地
中間管理機構関係の業務を積極的に
受注するなど、収益目的事業の核と
なる事業を育てていくことが望まれ
る。

５３ 農地と担い手の相互調整事業 アンケート結果について、速やかにまとめて回覧するとともに、事
（体験農園事業） 業への活用を図る。

（１４０頁）
新たな就農者を生み出す場とした

体験農園（第１回）についてのアン
ケート調査を平成２６年度に実施し
たが、アンケート調査実施から３か
月以上経過しても、アンケート調査
結果がまとめられていない。

現在、第２回の体験農園が実施中
であり、第３回の体験農園も今後予
定されていることから、アンケート
調査結果を速やかにまとめ、回覧
し、次の体験農園に活用すべきであ
る。

５４ 農業後継者育成基金事業（農業 助成金が有効活用されているかどうか助成内容を検証し、必要に応
青年仲間づくり活動推進事業（共同 じ助成対象の見直しを検討する。
プロジェクト活動費））の助成

（１４２頁）
農業青年仲間づくり活動促進事業

における共同プロジェクト活動費の
助成金について、助成額は助成を受
けようとする事業に要する経費又は
７万円のいずれか低い額とされお
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り、研究等に経費がかかるとの理由
から、他の助成金より金額が引き上
げられている。平成２５年度に３団
体に助成金が交付されており、その
うち１団体の支出額の約半分が飲食
代であった。

公社において、助成の申請書類及
び実際の支出内容を詳細に確認し、
助成金が有効に活用されているかど
うか検証すべきである。

５５ 資金運用の方針 金融商品のリスクを勘案し、理事及び評議員からの意見も踏まえな
（１４５頁） がら、資産運用の方針を検討する。

平成２５年度末時点で保有してい
る債券（６１６，６０５千円）は、
１．５％から１．９％の利回りで運
用されており、運用されている債券
のうち今後３年間で３８６，１００
千円の償還が予定されているが、将
来どのような運用を行っていくのか
検討が行われていない。

現在の利回り水準を維持するため
に、現在よりも長期の債券を保有す
るなど資産運用方針を検討すべきで
ある。

５６ ペイオフ対策 ペイオフ対策として、金融機関の信用リスクと預金利率の双方を考
（１４７頁） 慮し、対応を検討する。

平成２５年度末時点で１９，３３
９千円を普通預金として１つの銀行
に預けており、ペイオフ対策がされ
ていない。

金融機関が倒産した場合に保護さ
れるのは、一般預金については、合
算して元本１０，０００千円とその
利息までとなるため、金融機関の信
用リスクと預入利率の双方を考慮
し、必要があれば複数の銀行に預金
を分散する、又は決済用預金に変更
するなどペイオフ対策を行うべきで
ある。

５７ 固定資産の貸借対照表及び減価 平成２６年度決算から、目的事業別使用割合に応じた配賦計算を行
償却費の区分経理への配賦計算 うよう見直す。

（１４８頁）
貸借対照表の内訳表における固定

資産の事業ごとへの配賦が、行政庁
に提出した計算表と一致していな
い。また、正味財産増減計算書にお
いても、実際の使用割合に応じた減
価償却費が配賦されておらず、事業
区分ごとに正しい損益計算ができて
いない。

貸借対照表の内訳表における固定
資産の事業ごとへの配賦は、使用割
合に基づいた適正な金額でするべき
であり、正味財産増減計算書におい
ても、実際の使用割合に基づいた減
価償却費の区分経理の配賦計算を正
しく行うべきである。
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５８ 固定資産の現物管理及び台帳管 固定資産の管理者と監督者を定め、資産管理を徹底し、固定資産管
理 理のシステム化も併せて検討する。

（１５０頁）
所有する固定資産や資産計上され

ていない物品（取得価額１０万円以
下）について、管理プレートが貼付
されていない資産があるなど現物管
理が十分に行えていない。また、固
定資産の管理責任者が曖昧になって
いる。

固定資産の管理者と監督者を明確
に定めた上で、原則全ての物品に管
理プレートを貼付し、定期的に現物
の棚卸しチェックを行うなど徹底し
た資産管理を行うべきである。ま
た、固定資産台帳を手書きで作成し
ているため、システム化を検討され
たい。

５９ データのセキュリティ対策 情報漏えいが発生するおそれがないよう、セキュリティ管理を行
（１５１頁） い、定期的にパスワードを変更する。

農地売買を管理するデータ（農地
台帳）は、エクセルデータで管理さ
れており、共有ファイルにデータが
保存されているため、法人内のパソ
コンであれば誰でも農地台帳のデー
タの閲覧や操作が可能となってい
る。

農地台帳は、農地の売買実績など
多数の個人情報が含まれているた
め、担当者以外の者が閲覧及び操作
ができないよう、万全なセキュリテ
ィ対策を講じるべきである。

６０ 消費税の中間申告納付時の区分 平成２６年度の中間申告から、それぞれの事業ごとに負担すべき消
経理 費税を計算し、各事業ごとに計上を行うよう区分経理を見直した。

（１５１頁）
消費税の中間申告を平成２５年

１１月末に納付しているが、消費税
を粗飼料増産推進事業区分の諸税負
担金勘定に全額計上しており、消費
税を負担すべき事業ごとに計上して
いない。

事業ごとで課税売上高と課税仕入
高の発生額が異なるため、事業ごと
の損益計算を正しく行うために、そ
れぞれの事業ごとに負担すべき消費
税を計算すべきである。

公益財団法人群馬県蚕糸振興協会

指摘事項 改善措置

１９ 情報管理 平成２６年１２月から、各職員のパソコンごとにログインパスワー
（１６５頁） ドを設定し、セキュリティ対策を講じた。

各職員の使用するパソコンにおい
て、ログインする際にパスワードの
入力が求めらるよう設定されていな
い。
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情報漏えいのリスクを軽減するた
め、各職員の使用するパソコンにロ
グインパスワードを設定する必要が
ある。

意見 改善措置

６１ 富岡製糸場のホームページでの 平成２６年１１月から、富岡製糸場のホームページ上に、日本絹の
「日本絹の里」のリンク掲載 里のリンクを掲載してもらった。

（１５８頁）
群馬県の絹文化の情報発信の１つ

の手段として、富岡製糸場のホーム
ページ上に、日本絹の里のリンクを
掲載することを検討すべきである。

６２ シルクショップでの商品開発 協会が開発作成した商品は、品数は少ないものの実績はある。特
（１５９頁） に、昨年度商品化したオリジナルポストカードが好評であり、引き続

日本絹の里では、収益事業として き顧客ニーズを見据えた商品開発を進めていく。
シルクショップにおいて絹製品等の
販売を行っており、協会において開
発作成した商品も販売している。

収益事業で利益を獲得するために
は、顧客のニーズに合った商品を販
売することが重要であるため、アン
ケート調査を実施するなど顧客のニ
ーズを把握し、顧客のニーズに合っ
た商品開発を行うことが望まれる。

６３ ぐんまちゃん家との連携 引き続きぐんまちゃん家としっかり連携し、群馬県の絹文化等の情
（１６０頁） 報を発信していく。

日本絹の里では、ぐんまちゃん家
が旅行会社等を定期的に招待し、県
観光情報等を発信する場において、
企画展を中心としてリーフレットを
配布するなど群馬県の絹の魅力を発
信し、首都圏からの来館者の掘り起
こしに努めている。

今後、更に群馬県の絹文化を首都
圏において発信していくために、ぐ
んまちゃん家で開催される旅行会社
を招待する場において、日本絹の里
の担当者が出席し、宣伝することが
望まれる。

６４ 余資運用 現在の資金運用については、あらゆるリスクを回避することを考慮
（１６２頁） して運用している。しかし、今般の超低金利の中での運用について

基本財産の３４．２％に当たる は、どのように「基本財産管理運用規程」の基本方針にのっとり運用
４２２百万円が、１年から２年の定 できるかを、今後の理事会等で議論していく。
期預金で運用されており、預金の利
率が、０．０６５%から０．０９%と
低利率となっている。

今後も低金利が見込まれる中で、
定期預金等で低金利の運用を行うの
か、又は長期の債券、事業債、外債
等の債券を保有するといった検討を
行うべきである。

６５ ペイオフ対策 ペイオフ対策として、金融機関の信用リスクと預金利率の双方を考
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（１６３頁） 慮し、対応を検討する。
１８，１１８千円を普通預金、

４２２，２２４千円を定期預金とし
て預けているが、ペイオフ対策がさ
れていない。

金融機関が倒産した場合に保護さ
れるのは、一般預金については、合
算して元本１０，０００千円とその
利息までとなるため、金融機関の信
用リスクと預入利率の双方を考慮
し、必要があれば複数の銀行に預金
を分散する、又は決済用預金に変更
するなどペイオフ対策を行うべきで
ある。

６６ コンプライアンスに関する体制 現在の対応方法は、月例で開催している「企画運営会議」でコンプ
整備 ライアンスに対する情報共有や対応方針について決定することとして

（１６４頁） いる。今後、どのような整備方法が良いのか検討を行う。
日本絹の里の指定管理に関する協

定書に基づいて、県に提出する事業
計画書において法令遵守に係る取組
方針が記載されているが、取組方針
を遂行するための組織体制や行動指
針を定めたコンプライアンス規程又
は倫理規程が整備されていない。

コンプライアンスに係る発生事象
に対して迅速適切に対応するため、
コンプライアンスに係る規程又はマ
ニュアルの整備が望まれる。

６７ 群馬県立日本絹の里観覧料免除 企画運営会議(平成２６年１０月６日）及び朝礼時（平成２６年
申請書 １０月２日、同年１２月１１日、同月２７日、平成２７年４月１日）

（１６６頁） において、全職員に注意喚起、周知を図った。
日本絹の里の利用料は、申請によ 今後も、事務処理に万全を期していく。

り免除となる場合があり、免除の承
認（事務局長の専決事項）は、事務
局長により行われているが、平成２
５年度において、事務局長印が漏れ
ていたものが１件あった。

担当者及び上席者が複数押印して
いることから、担当者の独断で免除
しているわけではないが、事務局長
の押印漏れがないよう適正な事務処
理を行うべきである。

６８ 指定管理に関する情報公開 県と連携し十分に検討を加え、情報公開に対し積極的に対応した
（１６８頁） い。

協会では、群馬県情報公開条例の
趣旨に沿った情報公開要綱及び事務
取扱要領を定めているが、これまで
開示請求の実績が１件もない。

情報公開制度をより実効性のある
ものにするため、県と協会で協力を
図りながら、指定管理者の情報公開
のあり方や周知方法（県のホームペ
ージに掲載する等）について、改め
て検討すべきである。

６９ 消耗品費に含まれる交際費等 平成２６年度分について、処理すべき勘定科目に振替処理した。
（１６９頁）
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一般事業会計及び日本絹の里運営
事業会計において、挨拶用菓子折り
や来場客への普及推進用石けんなど
「交際費」又は「公告宣伝費」と認
められる内容の支出が、「消耗品
費」の勘定科目として会計処理され
ていた。

接客用の菓子折りなどは、協会の
自主事業や受託・運営業務を遂行す
るに当たって、取引関係者への贈答
となることから、「交際費」で処理
すべきである。また、普及推進用石
けんなどは、協会の事業や取扱商品
の周知宣伝を目的とするものである
ことから、「広告宣伝費」として処
理すべきである。

７０ 使用する会計ソフトと会計業務 公益法人会計基準に沿った財務諸表を作成するには、公益法人対応
（１７１頁） の会計ソフトを導入することが望ましいが、コスト的な問題があり、

会計ソフトは、予算の都合から公 今後の検討課題とする。
益法人対応のものではなく株式会社
対応のものを使用しており、外部報
告用の財務書類（公益法人用）は作
成できないことから、エクセルに入
力してデータの集計加工を行い、外
部報告用の財務書類・収支計算書を
作成している。

エクセルへの入力及びデータの集
計・加工という２重の作業が発生し
ており、効率的に作業するため、ま
た、会計帳簿に基づいた正確な財務
書類を作成するため、公益法人会計
基準に準拠した会計ソフトの導入が
望まれる。

７１ 切手及びはがきの管理 企画運営会議（平成２６年１０月６日）及び朝礼時（平成２６年
（１７２頁） １０月２日、同年１２月１１日、同月２７日、平成２７年４月１日）

切手及びはがきは、一般会計と日 において、全職員に注意喚起、周知を図った。
本絹の里会計で分かれている管理簿 今後も、適正使用について喚起するなどしっかりと対応していく。
で管理されているが、記入漏れが多
く、一般会計、日本絹の里会計どち
らで使用したのかが明確になってい
ない。

日本絹の里会計は指定管理事業で
あり、当該事業で発生した費用は、
正しく県に報告する義務があるた
め、記入漏れのないように使用の都
度、管理簿に記載する必要がある。

公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会

指摘事項 改善措置

２０（１）職員の雇用 平成２７年４月１日に採用した職員について、職員の雇用に係る伺
（１８４頁） いで規程どおり会長決裁で処理した。今後も、職員を採用する際は、

平成２６年度に２人の職員を採用 規程どおり会長決裁とする。
しており、職員の雇用に関する決議
は常務理事により行われていたが、
協会の庶務規程では、職員の雇用に
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関する決議は、常務理事の専決事項
とされていないため会長による決裁
が必要である。
会長は非常勤であるため、常勤の

常務理事が実際には決裁を行ってお
り、特段問題がないのであれば、常
務理事の決裁にするなど庶務規程を
改訂する必要がある。

２０（２）選考理由の明確化 平成２７年４月１日に採用した職員について、事前に履歴書の提出
（１８５頁） 及び面接等を行い、協会の業務内容との適切性等を確認し、職員の雇

平成２６年度に２人の職員を採用 用に係る伺い時に、それらの経緯等を明文化した。今後も、職員を採
しており、２人のうち１人の雇用に 用する際は、同様の手続をとる。
係る伺い書に履歴書が添付されてお
らず、また、採用経緯や採用基準等
が文書で残っていない。

職員の選考に当たっては、選考し
た理由について適切性、客観性及び
透明性を確保する必要があり、どの
ような基準で採用するのか採用前に
明らかにし、その基準に基づいて採
用したことが分かるように文書化し
ておく必要がある。

２１ 労働条件通知書の承認の押印 人事異動等により職員が交代する場合には、このような事態が生じ
（１８５頁） ないよう万全を期す。

平成２６年４月１日付けで採用と
なった職員の採用に関する決裁承認
の押印が、前任の所属長が退任した
後で承認印が押印されていないこと
が分かったため、新任した所属長の
押印となっていた。

採用した職員に関する伺いは、前
任の所属長が行っており、当該職員
の採用に関する責任は前任の所属長
にあることから、前任の所属長が押
印する必要がある。

意見 改善措置

７２（１）事務処理の管理体制（提出 平成２６年１２月から、農協等から提出される書類の受付時には、
書類の不備（記載漏れ）） 複数の職員により、記載漏れ等がないか厳密なチェックを行ってい

（１７９頁） る。更なる防止対策として、農協等の書類提出先には、毎年行ってい
青果物生産出荷安定事業及び特定 る巡回指導や研修会等の機会を通じて周知徹底を図る。

野菜等供給産地育成価格差補給事業
において、会員又は共同出荷組織等
は、補給金の申請時及び報告時に、
「交付申請書」及び「交付報告書」
を提出することとなっているが、作
成日付や補給金交付済額等の金額の
記載がないものがあった。

書類の記載漏れがあった場合は、
書類の提出先に対して正しく記載す
るよう適宜指導すべきである。

７２（２）事務処理の管理体制（価格 平成２６年１２月から、処理日程のチェック表（処理月、業務区
決定通知の報告遅れ） 分、農協別処理日一覧）を作成し、処理の都度、処理日を記入するよ

（１８０頁） う改善を図った。
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協会は、対象品目及び月ごとに対 また、事務処理マニュアルについては、平成２７年度上期中に整備
象出荷期間終了後、平均販売価格を する。
算定し、その結果を関係会員等に通
知しなければならないが、本来通知
すべき月から１か月遅れて通知を行
っていた事例があった。

通知が遅れた原因は、担当者の入
替えが４月にあり、十分な引継ぎが
されていないためであったため、適
切な事務の引継ぎが行えるよう、マ
ニュアルの整備やチェックリストの
作成が必要である。

７３ 預金口座の管理 会計システムにおいて、３つの普通預金口座（生産者、市町村、運
（１８１頁） 営費用）を個別に管理するため、平成２６年９月からシステムに補助

協会には銀行口座が３つあるが、 コードを設け、口座ごとに残高管理を行っている。また、預金残高の
会計システムにおいて口座ごとの残 確認は、担当者と事務局長の２名体制で行っている。
高管理が行われておらず、月次試算
表の普通預金勘定は、各口座の預金
残高の合計額で作成されており、銀
行口座の残高と会計上の普通預金勘
定の残高を口座ごとに照合すること
ができない。

口座ごとの預金残高のチェックを
容易にするため、口座ごとに補助コ
ードを設けるとともに、担当者によ
る預金残高の確認だけでなく、担当
者以外の者による預金残高の確認を
行うべきである。

７４ 業務マニュアルの整備 誰が担当しても事務処理ミスが起こらないよう、事務処理マニュア
（１８２頁） ルを平成２７年度上期中に整備するとともに、特に引継ぎ時には、業

現在の組織体制は、長期の職務経 務がスムーズに遂行できるよう万全を期す。
験のある職員がおらず、全員１年半
足らずのキャリアしかない状態とな
っており、また、前任者との職務期
間の重複も短いことから、業務内容
や会計処理に関する十分な引継ぎが
されていないおそれがある。

長期雇用制度を導入して人員体制
の安定化を図る、又はマニュアル等
を整備して十分な引継ぎを図るなど
の検討を行うべきである。

７５ 理事会への出席 各関係機関等との日程調整等難しい面もあるが、連絡を密にして出
（１８３頁） 席を促すとともに、改善が見込まれない場合は、理事の変更も検討す

理事会は、原則として毎年２回開 る。
催されているが、理事会への出席率
が低い理事がいる。

理事会は、法人にとって重要な機
関であり、有効に機能する必要があ
ることから、理事会への出席率を高
める工夫が必要であり、理事会に出
席することが困難な場合は、出席で
きる者を選任すべきである。

７６ 旅費の実費精算 出張旅費は、経費削減の観点から実費精算が望ましいと認識してい
（１８６頁） るが、宿泊費のほか旅行中に要する諸雑費も多く、これをすべて個々

旅費（宿泊料）は、協会の旅費規 に精算すると事務が煩雑になるため、今後も、全農群馬県本部旅費支
程により定額で１２，０００円支給 給規程を準用し、一定額の支給とする。
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しているが、１泊１２，０００円以
下で宿泊できるホテルも多く、実際

の宿泊代と乖離している可能性が
か い

ある。
本来旅行に要した費用は、実費弁

償することが望ましく、経費削減の
観点からも実費精算を検討すべきで
ある。

７７ ペイオフ対策の必要性 現在、金融機関に預けている預金について、今後、複数の銀行へ分
（１８７頁） 散することを検討する。

平成２５年度末時点において、
４２，４０７千円を普通預金、４２
８，０００千円を定期預金として預
けているが、ペイオフ対策がされて
いない。

金融機関が倒産した場合に保護さ
れるのは、一般預金については、合
算して元本１０，０００千円とその
利息までとなるため、金融機関の信
用リスクと預入利率の双方を考慮
し、必要があれば複数の銀行に預金
を分散する、又は決済用預金に変更
するなどペイオフ対策を行うべきで
ある。

７８ 生産者補給金の交付状況に見合 定期預金(３年)の一部について、今後、より長期の定期預金(５年)
った資金運用 への預け替えを検討する。また、国債などの債券での運用について

（１８９頁） は、今後、理事会等において検討する。
野菜価格安定事業として、国、

県、生産者等から資金を預かり（造
成資金）、野菜価格の変動に備えて
交付までの間、当該資金を管理・運
用しているが、平成２５年度末時点
で、造成資金４７０，３９２千円の
うち４２８，０００千円は、主に預
入期間３年の定期預金で運用されて
いる。

造成資金の全額が、すぐに使用さ
れるわけではないため、一部の造成
資金は、より長期の視点から債券等
での運用を検討すべきである。

７９ 財務諸表の表示 公益法人会計基準（原則）に沿った財務諸表を作成するには、新た
（１９２頁） な会計ソフトを導入することが望ましいが、コスト的な問題もあり、

正味財産増減計算書の「一般正味 今後の検討課題とする。
財産増減の部」において、補助金等
の受入額のほかに、補助金等の前期
末残高分を「補給資金戻入」として
全額を経常収益に計上し、当期末残
高分を「補給資金繰入」として全額
を経常費用として計上しており、収
益及び費用が実際の法人の事業規模

と乖離し、過大な表示となってい
る。

協会が受け入れる補助金等の会計
処理は、実際の事業規模を把握でき
るよう、正味財産増減計算書の「指
定正味財産増減の部」にいったん記
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載し、目的たる支出があった際に、
指定正味財産から一般正味財産へ振
替処理を行うべきである。

８０ 各種規程の内容の見直し 平成２７年３月１６日開催の理事会において、各種規程の内容を見
（１９６頁） 直すべきとの意見に沿った見直し案を諮り、可決承認され、平成２７

（１）経理規程 年４月１日に施行した。
経理規程において、公益法人が必

要とされる決算書の作成が記載され
ていないことから、公益法人会計基
準に従った財務諸表を作成するよう
明記すべきである。

（２）固定資産管理規程
固定資産の管理に関する規程がな

いため、規程を作成すべきである。
（３）庶務規程

庶務規程において、会計関連の書
類として会計帳簿の保存期間を規定
しているが、その他の財務書類（財
務諸表、収支予算書等）について
も、保存期間を規定すべきである。

８１ 助成金及び負担金に関する予算 国以外の県、市町村及び生産者等については、前年度支出した補給
設定 金額に対する再造成額と翌年度における交付予約数量の増減に伴う造

（１９８頁） 成額との合計額を翌年度の予算額として計上している。
生産者が市場に出荷した野菜の販 これに対し、国はそもそも資金造成をしておらず、年度内にその都

売価格が、保証基準額を下回った場 度必要額を支出しており、翌年度の交付予約数量全量に対する交付予
合に、差額の一定割合を生産者補給 定額を準備するため、この全額を予算額として扱い、協会の予算書へ
金として交付しており、生産者補給 このような記載をすることはやむを得ない。
金の交付に充てるための資金は、前
年度の補給金交付によって使用され
た額と当年度の必要資金に基づいて
算出される。県補給資金補助金収入
の予算額と決算額は毎年度一致して
いるが、各種の負担金・助成金は、
予算と実績が一致していない。

予算策定時までに資金造成の必要
金額の算定は可能であると考えら
れ、各種の負担金・助成金に関して
も、予算差異のない予算設定が可能
であるため、実態に即した予算設定
を行うべきである。

公益財団法人群馬県産業支援機構

指摘事項 改善措置

２２ 概算払の請求（群馬県産業支援 平成２７年度から、公益会計と法人会計を合わせた法人全体の資金
機構事業支援費補助金） 計画を作成し、現金残高との整合性を確認する仕組みをつくる。ま

（２１１頁） た、実際の概算払請求の際には、法人全体の資金状況を表した資金計
群馬県産業支援機構事業費補助金 画と、裏付けとなる資金繰り表を概算払請求書に添付することとし、

において、平成２５年度に合計４回 県側でもその旨を確認する。
の概算払がされており、概算払の理
由は、資金計画上資金不足となるこ
とが見込まれるためであった。概算
払請求書に別紙として資金計画が添
付されていたが、事業別経理を前提
とした資金計画であり、機構全体の
資金を表した資金計画となっていな
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かった。
概算払を申請するに当たっては、

機構全体の資金を表した資金計画を
県に提出する必要があり、県側で
も、機構から提出された資金計画を
精査し、機構全体の資金を表したも
のであることを確認する必要があ
る。

２３ 役員（理事）の役員会（理事 平成２７年度から、理事会における適正な業務の執行を図るため、
会）への出席率 開催時には出席者の日程調整を早期に開始し、理事全員が出席できる

（２１４頁） ようにした。
平成２４年度から平成２６年度ま

でに開催された理事会において、出
席率が低い理事がいた。

理事会は、業務執行を行っていく
上で重要な機関であり、理事会の形
骸化を防止するためにも、理事の選
任方法の見直しを行う、又は理事会
の開催頻度を増加させるなど理事の
出席率を向上させる検討を行う必要
がある。

２４ 消費税の計算 消費税計算については、公認会計士等の資格を持つ監事に相談、確
（２２３頁） 認を行い、適正な消費税計算を行った。平成２７年度からは、機構の

確定消費税の計算において、以下 組織内部においても計算ミスを防ぐため、複数の者によるチェック体
のような計算誤りが散見された。 制を構築する。

（１）不課税取引（減価償却費、安定
積立金、保険料等）が課税仕入高
の集計に含まれていた。

（２）上海事務所の取引は、国外で行
われた取引であるが、課税売上高
及び課税仕入高の集計に含まれて
いた。
課税売上高・課税仕入高の集計や

特定収入の調整計算などは正しく行
い、適正な納税額を納付する必要が
ある。また、今後このような誤りを
防ぐため、ダブルチェックを行う、
又は外部の専門家に委託するなどの
仕組みを整える必要がある。

２５ 上海事務所の社宅敷金 敷金の取扱いについては、平成２６年度決算から賃貸借契約書の記
（２２４頁） 載を確認し、退去時に返却される規定となっている場合は、資産計上

上海事務所に赴任している職員の している。また、消費税の計算については、複数の者によるチェック
現地社宅に係る敷金は、賃貸借契約 体制を構築し、適正に処理する。
書では退去時に返却されることとな
っているが、費用計上されていた。

当該敷金は、賃貸借契約書では退
去時に返却される規定となっている
ため、資産計上する必要がある。ま
た、海外取引であるため、消費税の
課税区分は、不課税として処理する
必要がある。

２６ リース資産の計上基準 平成２６年度決算から、公益法人会計基準に従い、３００万円以上
（２２４頁） のリース契約となるシステム賃借料等については、リース資産に計上

公益法人会計システム等の賃貸借 し、通常の売買契約の取引方法に準じた会計処理を行うとともに、財
契約のリース料総額が、３００万円 務書類への注記を記載している。
を超えているため、ファイナンスリ
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ース取引であると判断できるが、賃
貸借処理されていた。

公益法人会計基準に関する実務指
針では「ファイナンスリース取引に
ついては、原則として通常の売買取
引に係る方法に準じて会計処理を行
うとともに、一定の事項の注記を行
うこととなる。」とされていること
から、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理を行う必要があり、
リース取引の処理方法についての注
記も記載する必要がある。

意見 改善措置

８２ 事業計画書及び事業報告書の見 平成２７年度事業計画及び平成２６年度事業報告から、事業規模や
直し 前年度との比較を容易にできるよう、事業計画書には予算額を、事業

（２１０頁） 報告書には決算額を記載している。
単年度の事業計画について、平成

２４年度までは事業ごとに予算額の
記載があったが、事業計画書と予算
書で事業が対応しないものがあるこ
となどを理由に、平成２５年度から
予算額の記載がない。

事業規模及び前年度との比較が容
易にできるように、予算額及び前年
度実績額を記載すべきである。

８３ プロパー職員の理事登用 機構の自主性や経営の安定性などを踏まえつつ、今後も適正な理事
（２１３頁） の選任について検討する。

理事の選任は、公益法人移行以前
から、県の現役職員や県ＯＢ職員が
任命されるのが慣例となっており、
県が出えんを行っている団体である
ため、責任者を県出身者に任せるこ
とに一定の合理性はある。

機構は、発足してから３０年以上
経過しており、プロパー職員の中に
は勤続年数が長い者もおり、また、
自立し安定的な経営を行っていくた
めにも、プロパー職員の理事への登
用が望まれる。

８４ 資金運用の方針 円滑な事業の推進と安定的な運営を図るため、各種資産の運用益と
（２１７頁） リスクを比較し、償還時期には、その時点で最良の債券の購入を検討

現在運用されている有価証券のう する。
ち、今後２年間で６５０百万円の償
還が予定されているが（現在１０年
物の債券で運用）、償還後の運用方
針が決定されておらず、償還の都度
運用先について検討する予定であ
る。

現在と同程度の利回りを維持する
ために、より長期の債券を保有す
る、将来の金利リスクを抑えるため
に短期の運用を行う、又はリスクを
取って事業債、外国債等を購入する
などの検討を行うべきである。
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８５ 各種規程の整備 平成２７年度から、誰が見ても分かりやすい規程となるよう、「公
（２２０頁） 益法人規程集」に一元化して整備する。

各種規程について、公益財団法人
に移行する際に必要な規程のみを公
益法人規程集に定め、その他の規程
は、事象が発生した時点で随時更新
しているため、規程が、「公益法人
規程集」及び「産業支援機構規程
集」の２本立てとなっている。

どの規程が更新されているのかが
明確になっていないため、規程を整
備すべきである。また、項目別に分
類し、施行年月日や直近改廃等の記
載を加えて、誰が見ても分かるよう
に一元管理すべきである。

８６ 総勘定元帳の備え置き及び保管 平成２６年度分から、毎年度事業終了後、速やかに全ての会計にお
（２２１頁） ける総勘定元帳を備え置き保管している。

総勘定元帳の帳票が、量的・コス
ト的に負担が重いとの理由から、紙
で出力されていない。

機構の会計規程では総勘定元帳
は、帳票での出力を前提としてお
り、期中の処理誤り等を確認するた
めにも、帳票として出力することが
実務上有用と考えられる。

８７ 人件費に関する勘定科目 平成２７年度から、財務諸表の情報利用者にも分わかりやすくなる
（２２６頁） よう、次のように勘定科目を統一している。

正味財産増減計算書の事業費や管 ・役員、理事、評議員は、役員報酬の勘定科目とする。
理費における人件費に関する勘定科 ・プロパー職員は、給料、諸手当の勘定科目とする。
目として、役員報酬、給与、諸手 ・外部人材で雇用関係にある者は、賃金の勘定科目とする。
当、報酬、賃金及び謝金が使用され ・外部人材で雇用関係にない者は、謝金の勘定科目とする。
ているが、事業間での使用の統一が
されていない。

条件が同様であっても勘定科目が
統一されていないと財務諸表の情報
利用者に誤解を与えるおそれがある
ため、使用する勘定科目を事業間で
統一する必要がある。

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成２８年２月５日

群馬県立あさひ特別支援学校長 土 橋 惠津子

１ 調達内容

(1) 調達件名及び数量 群馬県立あさひ特別支援学校スクールバス運行業務 ４路線

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(3) 委託期間 平成２８年４月１日（金）から平成２９年３月３１日（金）まで
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(4) 履行場所 群馬県立あさひ特別支援学校通学区管内及び群馬県立あさひ特別支援学校の指定する場所

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成２６・２７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成２８年２月１６日（火）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年３月４日

（金）午後４時までに、資格者名簿への登載を確認し、群馬県立あさひ特別支援学校へその旨を連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 本件と同種の業務について、実績があること。

(7) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒３７６－００１４

群馬県桐生市広沢町間ノ島４４０ 群馬県立あさひ特別支援学校（担当：針生） 電話０２７７－５４－１７

４９ ファクシミリ０２７７－５４―９４６６

(2) 入札説明書の交付方法 平成２８年２月５日（金）から同月１９日（金）までの日（群馬県の休日を定める

条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条に規定する休日を除く。）の午前９

時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書を次により

提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格の確認結果は、平成２８年３月１１日（金）までに一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確

認通知書」という。）で通知する。

ア 添付書類 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有することを証明する書類及び担当者届

イ 申請書等の提出期限 平成２８年３月４日（金）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条に規

定する休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

ウ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記イの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「スクールバス運行業務契約に係る資格確認申請書類在中」と朱書きすること。
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エ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成２８年３月２２日（火）午後１時３０分 群馬県立あさひ特別支援学校

会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１８日（金）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立あさ

ひ特別支援学校長宛て親展で必着のこと。また、確認通知書の写しを入札書に同封し、二重封筒の表封筒に

「スクールバス運行業務契約に係る入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 この公告に示した役務等を提供できると群馬県立あさひ特別支援学校長が判断した入札

者であって、規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) 落札決定の効果 当該入札の落札決定の効果は、平成２８年４月１日の平成２８年度予算発効時において効

力を生ずる。なお、契約の締結は、同日とする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Nature and quantity of the services to be required: School bus service for Gunma Prefectural

Asahi Special Needs School

(2) Fulfillment period: From April 1, 2016 to March 31, 2017

(3) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: March 4, 2016 at 5:00 p.m.

(4) Time-limit for tender: March 22, 2016 at 1:30 p.m.（Bids submitted by mail must be submitted by

registered mail and must be received no later than March 18, 2016 at 5:00 p.m.）

(5) Contact point for the notice: Gunma Prefectural Asahi Special Needs School, 440 Hirosawacho

Ainoshima, Kiryu-shi, Gunma-ken, 376-0014, Japan, TEL 0277-54-1749

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成２８年２月５日

群馬県県央第一水道事務所長 篠 原 篤 夫

１ 調達内容
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(1) 調達件名及び数量 水道用ポリ塩化アルミニウム（単価契約） 年間予定調達数量 １，０００，０００ｋ

ｇ

(2) 調達件名の品質及び規格 水道用ポリ塩化アルミニウム（単価契約）調達仕様書による。

(3) 履行期間 平成２８年４月１日（金）から平成２９年３月３１日（金）まで

(4) 履行場所 群馬県県央第一水道事務所（群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場４１１－１）

(5) 契約方法 単価契約

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成２６・２７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成２８年２月２６日（金）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年３月１０日

（木）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県県央第一水道事務所へその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項又は群馬県企業局財務規程（昭和３

９年群馬県企業管理規程第５号。以下「規程」という。）第１３２条の３２第３項の規定による入札参加制限

を受けていない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 資格者名簿において、営業品目に薬品があり、格付がＡ等級の者であること。

(7) 購入物品について、仕様書記載の規格に適合した物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できる

者であること。

(8) 日本国内において、同種の納入実績があること。

(9) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒３７０－３５０４

群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場４１１番地１ 群馬県県央第一水道事務所管理係（担当者名 上村） 電話

０２７９－５４－８４６４

(2) 入札説明書の交付方法 原則としてぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp

/）による。なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記

(1)の場所で交付を受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 平成２８年２月５日（金）から同月１９日（金）までの毎日。ただし、上記(1)の

場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」と

いう。）第１条に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間と

する。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した入札参加資格確認

申請書（以下「申請書」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、
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入札参加資格確認結果は、平成２８年２月２９日（月）までに競争入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 平成２８年２月１９日（金）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条に

規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「水道用ポリ塩化アルミニウム（単価契約）入札参加資格確認申請書等在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(5) 入札の日時及び場所 平成２８年３月２４日（木）午前１０時 群馬県県央第一水道事務所 ２階会議室

（郵送による場合は、書留郵便とし、同月２３日（水）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県県央第一水道

事務所長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「水道用ポリ塩化アルミニウム（単価契約）入札

書在中」と朱書きすること。）

なお、入札書には、１ｋｇ当たりの単価（小数点以下第１位までとする。）を記載すること。また、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除

イ 契約保証金 契約の相手方は、契約金額に上記１(1)に定める予定数量を乗じた金額に契約保証金の率

（１００分の１０以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、規程第１３２条の１６の規定に該当す

る場合は、免除する。

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号及び規程第１３２条の３４の２各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規程第１３２条の９に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) 契約の確定 平成２８年度群馬県水道事業会計予算が可決されなかった場合その他県の都合により、本件調

達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。また、当該入札の落札決定の効果は、平成２８年４月１日に

平成２８年度予算発効時において効力を生じ、契約の締結は同日とする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Atsuo Shinohara, Office Director,

Kenoudaiichi Water Supply Office, Gunma Prefectural Government

(2) Nature and quantity of the services to be required: Poly aluminium chloride for drinking water

treatment: 1,000,000 kg/year

(3) Period of Use: From April 1, 2016 to March 31, 2017

(4) Delivery place: Kenoudaiichi Water Supply Office
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(5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: February 19, 2016 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: March 24, 2016 at 10:00 a.m.(Bids submitted by mail must be submitted by

registered mail and must be received no later than March 23, 2016 at 4:00 p.m.)

(7) Method of bidding: Described the unit price of KG per at bidding documents

(8) Contact point for the notice: Administration Section, Kenoudaiichi Water Supply Office, Gunma

Prefectural Government, 411-1 Hirobaba, Shintou-mura, Kitagunma-gun, Gunma-ken, 370-3504, Japan,

TEL 0279-54-8464(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成２８年２月５日

群馬県立心臓血管センター院長 大 島 茂

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県立心臓血管センター建物清掃及び一般廃棄物収集運搬業務 一式

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。

(3) 履行期間 平成２８年４月１日（金）から平成３１年３月３１日（日）まで

(4) 履行場所 群馬県立心臓血管センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項に基づく前橋市の一般廃棄

物収集運搬業の許可を有する者であること。

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成２６・２７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成２８年２月１９日（金）までに群馬県会計局会計課に入札参加資格審査申請を行い、同年３月７日（月）

午後４時までに、資格者名簿の登載を確認し、群馬県立心臓血管センター事務局総務課へその旨連絡すること。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(5) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。
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(6) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(7) 過去３年以内に、２００床以上の病床を有する病院の清掃業務を、２年以上確実に履行した実績を有するも

のであること。

(8) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

(9) 入札説明書の交付を受けた者であること。

(10) その他、入札説明書及び仕様書に記載されている要件を満たす者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒３７１－０００４ 群馬県前橋市亀泉町甲３

－１２ 群馬県立心臓血管センター事務局総務課 長谷川椋一 電話０２７－２６９－７４５５

(2) 入札説明書の交付方法 平成２８年３月７日（月）から同月１１日（金）までの日の午前９時から午後５時

までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した一般競争入札参加

資格確認申請書（以下「申請書」という。）を次により提出しなければならない。

なお、提出された申請書について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

ア 申請書の提出期限 平成２８年３月１７日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条に規定する休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

イ 申請書の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「建物清掃及び一般廃棄物収集運搬業務の入札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成２８年３月２３日（水）午後２時 群馬県立心臓血管センター総合リハ

ビリ棟大会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月２２日（火）午後５時までに上記(1)の場所に群馬

県立心臓血管センター院長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「建物清掃及び一般廃棄物収集

運搬業務入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に要求される事項 入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から提出書類に関して説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第５号。以下「規程」という。）

第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 提出書類を提出し、かつ、入札書を提出した入札者であって、規程第１１６条の規定に

より作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(7) 調達内容の変更等 平成２８年度群馬県病院事業会計予算が議決されなかった場合その他県の都合により、

本件調達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。
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(8) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Shigeru Ooshima, Director of the

Gunma Prefectural Cardiovascular Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Building cleaning and collecting, carrying

and disposing of garbage in the Gunma Prefectual Cardiovascular Center

(3) Time-limit for tender: Wednesday, March 23, 2016 at 2:00 p.m.(bidding by registered mail must

be received by Tuesday, March 22, 2016 at 5:00 p.m.)

(4) Contact point for the notice: Ryoichi Hasegawa, General Affairs Section Management, Office of

the Gunma Prefectural Cardiovascular Center, 3-12, Kou, Kameizumi-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken,

371-0004, Japan, TEL 027-269-7455

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成２８年２月５日

群馬県立小児医療センター院長 丸 山 健 一

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県立小児医療センター清掃及びごみ処理業務 一式

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。

(3) 履行期間 平成２８年４月１日（金）から平成３１年３月３１日（日）まで

(4) 履行場所 群馬県立小児医療センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成２６・２７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成２８年２月１８日（木）までに群馬県会計局会計課に入札参加資格審査申請を行い、同年３月８日（火）

午後４時までに、資格者名簿の登載を確認し、群馬県立小児医療センター事務局総務課へその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて
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いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 過去３年以内に、１５０床以上の病床を有する病院の清掃業務を、２年以上確実に履行した実績を有する者

であること。

(7) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

(8) 入札説明書の交付を受けた者であること。

(9) その他、入札説明書及び仕様書に記載されている要件を満たす者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒３７７－８５７７

群馬県渋川市北橘町下箱田７７９番地 群馬県立小児医療センター事務局総務課 土井清隆 電話０２７９－

５２－３５５１

(2) 入札説明書の交付方法 入札説明会において直接交付する。

(3) 入札説明会の日時及び場所 平成２８年３月８日（火）午後３時 群馬県立小児医療センター２階研修会議

室

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した一般競争入札参加

資格確認申請書（以下「申請書」という。）を次により提出しなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、平成２８年３月２２日(火)までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書の提出期限 平成２８年３月１７日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条に規定する休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

イ 申請書の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「清掃及びごみ処理業務の入札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(5) 入札及び開札の日時及び場所 平成２８年３月２５日（金）午前１０時 群馬県立小児医療センター２階研

修会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月２４日（木）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立小

児医療センター院長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「清掃及びごみ処理業務入札書在中」

と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第５号。以下「規程」という。）

第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 提出書類を提出し、かつ、入札書を提出した入札者であって、規程第１１６条の規定に

より作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
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(6) 調達内容の変更等 平成２８年度群馬県病院事業会計予算が議決されなかった場合その他県の都合により、

本件調達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kenichi Maruyama, Director of the

Gunma Children's Medical Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Building cleaning and collecting, carrying

and disposing of garbage in the Gunma Children's Medical Center

(3) Time-limit for tender: Friday, March 25, 2016 at 10:00 a.m.(bidding by registered mail must be

received by Thursday, March 24, 2016 at 5:00 p.m.)

(4) Contact point for the notice: Kiyotaka Doi, General Affairs Section, Management Office of the

Gunma Children's Medical Center, 779 Shimohakoda, Hokkitsu-machi, Shibukawa-shi, Gunma-ken, 377-85

77, Japan, TEL 0279-52-3551
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